
【表紙】  

【発行登録追補書類番号】 25－関東163－１

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年11月22日

【会社名】 ソフトバンク株式会社

【英訳名】 SoftBank Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　孫　正 義

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 常務執行役員　財務部長　　後 藤　芳 光

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 常務執行役員　財務部長　　後 藤　芳 光

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 50,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 平成25年９月30日

効力発生日 平成25年10月８日

有効期限 平成27年10月７日

発行登録番号 25－関東163

発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額　500,000百万円

 
【これまでの募集実績】

（発行予定額を記載した場合）

番号 提出年月日
募集金額

（百万円）
減額による訂正年月日

減額金額

（百万円）

－ － － － －

実績合計額（百万円）
なし

（なし）
減額総額（百万円） なし

（注）実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づ

いて算出しております。
 

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 500,000百万円

 
 

（500,000百万円）
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 （注）残額は、券面総額又は振替社債の総額の合

計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の

合計額）に基づいて算出しております。
（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項なし

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）　－円

 
【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄 ソフトバンク株式会社第44回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額
（円）

金50,000,000,000円

各社債の金額（円） 金100,000,000円

発行価額の総額（円） 金50,000,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％） 年1.689％

利払日 毎年５月29日及び11月29日

利息支払の方法

１　利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日（以下、

「償還期日」という。）までこれをつけ、2014年５月29日を第
１回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
年５月29日及び11月29日の２回に各々その日までの前半か年分
を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
年の日割りをもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。
２　利息の支払場所

別記「(注)12　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2020年11月27日

償還の方法

１　償還金額
各社債の金額100円につき金100円

２　償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2020年11月27日にその総額を償還する。
(2) 別記「(注)５　繰上償還に関する特約」に定める事由に該当し

た場合には、本社債総額を本欄第１項に定める償還金額にて別
記「(注)５　繰上償還に関する特約」の規定に従い繰上償還す
る。ただし、別記「担保の保証」欄第３項により、本件連帯保
証（別記「担保の保証」欄第１項で定義する。）が解除された
場合は、本号は適用されない。

(3) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行
営業日にこれを繰り上げる。

(4) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行
うことができる。

３　償還元金の支払場所
別記「(注)12　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円）
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2013年11月22日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

EDINET提出書類

ソフトバンク株式会社(E02778)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

 3/18



 
払込期日 2013年11月29日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保され
ている資産はない。

担保の保証

１　ソフトバンクモバイル株式会社及びソフトバンクテレコム株式会

社（以下、「連帯保証人」という。）は、本社債について当社が

負担する元金及び利息の支払にかかわる債務につき連帯保証人と

なり、当社と連帯して債務を負担する（以下、かかる保証を「本

件連帯保証」といい、本件連帯保証に基づく債務を「連帯保証債

務」という。）。

２　社債権者は、あらかじめ当社に対し何らの通知もしくは請求をす

ることなしに、又は当社の資産に対し法的手段を取ることなし

に、連帯保証人に対して連帯保証債務の履行請求を行うことがで

きる。

３　本件連帯保証は、以下の全ての条件が満たされた場合には、確定

的に効力を失い、解除される。

①　借入人としての当社、当初の貸付人としての金融機関、及びエー

ジェントとしての株式会社みずほ銀行の間で締結された2013年９

月13日付金銭消費貸借契約書に基づき当社が同契約上の各貸付人

及びエージェントに対して負担する債務（当該債務の返済のため

に行われる借入等がある場合において、当該借入等に係る貸付人

及びエージェント（もしいれば）に対して負担する債務を含むも

のとし、以降も同様とする。）を主債務として連帯保証人が負担

する保証債務がいずれの連帯保証人についても消滅（全額返済に

よる消滅か、主債務に対する保証解除かは問わない。）したこ

と。

②　当社が本件連帯保証の効力を失わせる旨及び効力を失わせる日を

適時開示情報伝達システム（TDnet）において公表（TDnet がシス

テム障害等により利用することができない場合にあっては、当社

による公告、当社のウェブサイト等の実務上可能かつ合理的な方

法による公表とする。）したこと。なお、当社は別記「(注)７　

社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法による社債

権者への通知を行う義務を負わない。

③　本項②により公表された本件連帯保証の効力を失わせる日が到来

したこと。

４　前項により本件連帯保証が解除された場合には、別記「(注)６　

期限の利益喪失に関する特約」（ただし、(2)を除く。）及び別記

「(注)10　社債権者集会に関する事項」はいずれの連帯保証人に

ついても適用されない。

５　連帯保証人のいずれか一方について、当該連帯保証人に係る本欄

第３項①に定める保証債務が消滅した場合には、当該連帯保証人

について、連帯保証債務から免れる。

６　前項の場合には、別記「(注)６　期限の利益喪失に関する特約」
（ただし、(2)を除く。）及び別記「(注)10　社債権者集会に関す
る事項」は当該連帯保証人には適用されない。
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財務上の特約（担保提供制限）

１　当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社

が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の無担

保社債（ただし、会社法第702条に基づき社債管理者が設置されて

いる無担保社債を除く。）のために、担保提供（当社の所有する

資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき

担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の

債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。）を行

う場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位

の担保権を設定する。

２　当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当

社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保

付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。

３　当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の

設定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第１項及び

第２項は適用されない。

財務上の特約（その他の条項）
本社債については別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄以外の財
務上の特約は付されていない。

(注)１　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」という。）からA－の信用格付を2013年11月22日付

で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程

度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではな

い。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項

は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、

JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したも

のであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本 社 債 の 申 込 期 間 中 に 本 社 債 に 関 し て JCR が 公 表 す る 情 報 へ の リ ン ク 先 は 、 JCR の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」 (http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲

載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の

連絡先は以下のとおり。

JCR：電話番号03-3544-7013

２　社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社債等振替法」という。）の規定の適用を

受けるものとし、社債等振替法第67条第２項に定める場合を除き、社債券を発行しない。

　　３　社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は

本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

　　４　財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

　　５　繰上償還に関する特約

当社又は連帯保証人のいずれか一方が次の事由に該当した場合には、当該事由発生のときより30日後（銀行休業日に

あたるときはその前銀行営業日）に本社債総額につき繰上償還を行う。この場合には、繰上償還の金額及び期日その

他必要事項を本(注)７に定める方法により社債権者に通知する。

(1) 当社が次の事由に該当した場合。

①別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。

②本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

③社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対

して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。た

だし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が20億円を超えない場合は、この限りではない。

④破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散（合併の場

合を除く。）の決議をしたとき。
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⑤破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

(2) 連帯保証人のいずれかが次の事由に該当した場合。

①連帯保証人が発行する社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないと

き。

②社債を除く連帯保証人の借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本社債以外の社債もしくは連帯保証

人以外の借入金債務に対して連帯保証人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行

をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が20億円を超えない場合は、この限りでは

ない。

③破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散（合併の場

合を除く。）の決議をしたとき。

④破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

　　６　期限の利益喪失に関する特約

当社及び連帯保証人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪

失する。この場合、当社は本(注)７に定める方法により社債権者に通知する。

(1) 当社及び連帯保証人が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 本(注)５に掲げる事由のいずれかに当社、連帯保証人（別記「担保の保証」第５項により連帯保証人のいずれか一

方が連帯保証債務から免れている場合には、当該連帯保証人を含まない。）のいずれもが該当（ただし、別記「担

保の保証」欄第３項により本件連帯保証が解除された場合には当社が該当）したとき。

　　７　社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告

の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由

が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙によりこれ

を行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

　　８　社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

　　９　社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本(注)４を除く。）の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債

権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2) 裁判所の認可を受けた本(注)９(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

　　10　社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下、「本種類の社債」と総称す

る。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招

集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)７に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）の

10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第３項に定める書面を当社に提示し

たうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の

社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 会社法第４編第３章（社債権者集会）及び第７編第２章第７節（社債発行会社の弁済等の取消しの訴え）における

発行会社の規定は第731条第２項、第735条、第741条第１項及び第３項並びに第742条を除きこれを連帯保証人に準

用する。

　　11　費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) 本(注)７に定める公告に関する費用

(2) 本(注)10に定める社債権者集会に関する費用

　　12　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払

われる。
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 16,000
１ 引受人は、本社

債の全額につき
共同して買取引
受を行う。

２ 本社債の引受手
数料は各社債の
金額100円につき
金40銭とする。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 8,500

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 8,500

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 8,500

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 8,500

計 ― 50,000 ―

 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし

 

３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

50,000 232 49,768

 

(2) 　【手取金の使途】

上記の差引手取概算額49,768百万円のうち5,000百万円を2013年11月までに返済する借入金の返済資金に、

44,768百万円を2014年１月までに償還する社債の償還資金に充当する予定であります。

 

第２ 【売出要項】

該当事項なし

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項なし
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第二部 【公開買付けに関する情報】

第１ 【公開買付けの概要】

該当事項なし

 

第２ 【統合財務情報】

該当事項なし

 

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項なし
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を

参照すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第33期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）　平成25年６月21日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第34期第１四半期（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）　平成25年８月13日関東財務

局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第34期第２四半期（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）　平成25年11月13日関東財務

局長に提出

 

４【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成25年11月22日）までに金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年

６月24日に関東財務局長に提出 

 

５【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成25年11月22日）までに金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年８月

１日に関東財務局長に提出

 

６【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成25年11月22日）までに金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成25年８月

12日に関東財務局長に提出

 

７【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成25年11月22日）までに金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成25年９月

10日に関東財務局長に提出

 

８【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成25年11月22日）までに金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成25年９月

13日に関東財務局長に提出
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９【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成25年11月22日）までに金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年

10月25日に関東財務局長に提出

 

10【訂正報告書】

　訂正報告書（上記９の臨時報告書の訂正報告書）を平成25年11月５日に関東財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」という。）に記

載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（2013年11

月22日）までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に掲載いたします。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本発行登録追補書類提出日（2013年11

月22日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来

に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

(１) 経済情勢について

当社グループが提供するサービスや商品（例えば、通信サービスやインターネット広告を含みますが、これ

らに限りません。）に対する需要は、主に日本および米国の経済情勢の影響を受けるため、景気の悪化のほ

か、日本における高齢化・人口減少といった人口統計上の変化に伴う経済構造の変化が当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

　

(２) 為替の変動について

当社グループは、2013年７月10日より、Sprint Corporation（旧Sprint Nextel Corporation、以下「スプ

リント」）を連結しました。当社は連結財務諸表の作成にあたり、スプリントをはじめとする海外のグループ

会社の現地通貨建ての収益および費用を四半期中の平均為替レートにより、また資産および負債を期末日の為

替レートにより、日本円に換算しています。したがって、為替相場の変動が当社グループの業績や財政状況に

影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、海外企業への投資を行っています。為替相場が投資時から大幅に変動しているとき

に外貨建て資産を売却した場合、為替差損が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

(３) 他社との競合について

当社グループの競合他社は、その資本力、サービス・商品、価格競争力、顧客基盤、営業力、ブランド、知

名度などにおいて、当社グループより優れている場合があります。競合他社がその優位性を現状以上に活用し

てサービスや商品の販売に取り組んだ場合、当社グループが販売競争で劣勢に立たされ、当社グループの期待

通りにサービス・商品を提供できない、または顧客を獲得・維持できないことも考えられます。その結果とし

て、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループが競合他社に先駆けて導入した、または高い優位性を有するサービス・商品・販売手法

に関して、競合他社がこれらと同等もしくはより優れたものを導入した場合、当社グループの優位性が低下

し、事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(４) 技術・ビジネスモデルへの対応について

当社グループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報産業を事業領域としています。今後何らか

の事由により、当社グループが時代の流れに適した優れた技術やビジネスモデルを創出または導入できない場

合、当社グループのサービスが市場での競争力を失い、顧客の獲得・維持が困難になる可能性があります。そ

の結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(５) 経営陣について

当社グループの重要な経営陣、特に当社代表取締役社長であり当社グループ代表である孫 正義に不測の事

態が発生した場合、当社グループの事業展開に支障が生じる可能性があります。

 

(６) 通信ネットワークの増強について

当社グループは、通信サービスの品質を維持・向上させるために、将来のトラフィック（通信量）を予測

し、その予測に基づいて継続的に通信ネットワークを増強していく必要があります。これらの増強は計画的に

行っていきますが、実際のトラフィックが予測を大幅に上回った場合、サービスの品質の低下を招き顧客の獲

得・維持に影響を及ぼすほか、追加的な設備投資が必要となり、その結果、当社グループの業績や財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

 

(７) 周波数について

当社グループは、移動通信サービスを提供する上で、周波数を利用しています。スマートフォンの普及に伴

い移動通信ネットワークのトラフィックは増加の一途をたどっており、事業をさらに拡大させていく上では、

LTE
（注１）

などの導入による周波数の利用効率向上だけではなく、新たな周波数を確保することが不可欠で

す。今後、必要な周波数を確保できなかった場合、サービスの品質の低下を招き、顧客の獲得・維持が困難に

なる可能性や当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。また、国内においてはオークション制度の導入などにより、米国においては

オークションでの落札額の高騰などにより新たな周波数の確保に多額の費用を要した場合、当社グループの業

績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

このほか、当社グループが移動通信サービスに利用している周波数が他の電波の干渉を受け、携帯電話基地

局や携帯端末において受信障害が発生する可能性があります。影響が広範囲にわたった場合、顧客の獲得・維

持や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
 

（注）１ LTE：第３世代携帯電話（３Ｇ）方式を発展させた無線通信規格。３Ｇ方式に比べて通信速度が速

く、周波数の利用効率が良いという特徴を備えている。
 

(８) 他社経営資源への依存について

a．他社設備などの利用

当社グループは、通信サービスの提供に必要な通信ネットワークを構築する上で、他の事業者が保有する通

信回線設備などを一部利用しています。今後何らかの事由により、当該設備などを継続して利用することがで

きなくなった場合、または使用料や接続料（米国におけるスペシャルアクセスレート（詳細は「（19）米国に

おける規制などについて」をご参照ください。）を含みますが、これに限りません。）などが引き上げられた

場合、当社グループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。
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b．各種機器の調達

当社グループは、通信機器やネットワーク関連機器など（例えば、携帯端末や携帯電話基地局の無線機を含

みますが、これらに限りません。）を他社から調達しています。特定の会社への依存度が高い機器の調達にお

いて、供給停止、納入遅延、数量不足、不具合などの問題が発生し調達先や機器の切り替えが適時にできない

場合、または性能維持のために必要な保守・点検が打ち切られた場合、当社グループのサービスの提供に支障

を来し、顧客の獲得・維持が困難になる可能性や調達先の変更のために追加のコストが生じる可能性がありま

す。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 
c．業務の委託

当社グループは、主に通信サービスに係る販売、顧客の獲得・維持、それらに付随する業務の全部または一

部について、他社に委託しています。何らかの事由により委託先が当社グループの期待通りに業務を行うこと

ができない場合、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

また、ディーラーは当社グループのサービス・商品を取り扱っていることから、当該ディーラーの信頼性や

イメージが低下した場合には、当社グループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や顧客の獲得・維持

に影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このほか、

当該ディーラーにおいて法令などに違反する行為があった場合、当社グループが監督官庁から警告・指導を受

けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、当社グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の獲

得・維持が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

d．Yahoo!ブランドの使用

当社グループは、日本国内において、「Yahoo! JAPAN」をはじめ「Yahoo! BB」や「Yahoo!ケータイ」な

ど、サービス名称の一部に米国のYahoo! Inc. が保有する「Yahoo!」ブランドを使用しています。同社との関

係に大きな変化が生じるなどして「Yahoo!」ブランドが使用できなくなった場合、当社グループの期待通りに

事業を展開できなくなる可能性があります。

 

(９) 情報の流出などについて

当社グループは、事業を展開する上で、顧客情報（個人情報を含みます。）やその他の機密情報を取り扱っ

ています。当社グループや委託先の関係者の故意・過失、または悪意を持った第三者の攻撃などにより、これ

らの情報の流出や消失などが発生する可能性があります。こうした事態が生じた場合、当社グループの信頼性

や企業イメージが低下し顧客の獲得・維持が困難になるほか、競争力が低下したり、損害賠償やセキュリティ

システム改修のために多額の費用負担が発生したりする可能性があります。その結果、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

(10) 人為的なミスなどによるサービスの中断・品質低下について

当社グループが提供する通信をはじめとする各種サービスにおいて、人為的なミスや設備・システム上の問

題などが発生した場合、これに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービス

の品質が低下することなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。サービスの中断・品質低下による

影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の獲得・維持が

困難になる可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(11) サービスの不適切利用について

当社グループの移動通信サービスなどが振り込め詐欺をはじめとする犯罪行為の道具として利用された場

合、当社グループの信頼性や企業イメージが低下したり、事業展開に影響を及ぼしたりする可能性がありま

す。

 

(12) 自然災害など予測困難な事情について

当社グループは、インターネットや通信などの各種サービスの提供に必要な通信ネットワークや情報システ

ムなどを構築・整備しています。地震・台風・ハリケーン・洪水・津波・竜巻などの自然災害、火災や停電・

電力不足、テロ行為、コンピューターウイルスなどの攻撃により、通信ネットワークや情報システムなどが正

常に稼働しなくなった場合、当社グループの各種サービスの提供に支障を来す可能性があります。これらの影

響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の獲得・維持が困

難になる可能性があります。また、通信ネットワークや情報システムなどを復旧するために多額の費用負担が

発生する可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

国内においては、当社グループ各社の本社を含む拠点は、首都圏に集中しています。大規模な地震など不可

避の事態が首都圏で発生し、これらの拠点が機能不全に陥った場合、当社グループの事業の継続が困難になる

可能性があります。

 

(13) 携帯端末の健康への悪影響に関する懸念について

携帯端末から発せられる電波は、がんの発症率を高めるなどの健康上の悪影響を引き起こすとの意見があり

ます。こうした携帯端末の利用に伴う健康への悪影響に関する懸念は、当社グループの顧客の獲得・維持を困

難にする可能性があり、その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

携帯端末と携帯電話基地局から発する電波の強さについては、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）がガ

イドラインを定めています。世界保健機関（WHO）は、ICNIRPのガイドラインの基準値を超えない強さの電波

であれば健康上の悪影響を引き起こすという説得力のある証拠はないとの見解を示しており、本ガイドライン

の採用を各国に推奨しています。当社グループは、日本においてはICNIRPのガイドラインに基づく電波防護指

針に、米国においては連邦通信委員会（FCC）が定める要件に従っています。ただし、引き続きWHOなどで研究

や調査が行われており、その調査結果によっては、将来、規制が変更されたり、新たな規制が導入されたりす

る可能性があります。

 

(14) 投資活動について

当社グループは、新規事業（例えば、自然エネルギーなどによる発電事業を含みますが、これに限りませ

ん。）の立ち上げ、既存の事業の拡大などを目的として、企業買収、合弁会社・子会社の設立、事業会社・持

ち株会社（各種契約によって別会社を実質的に支配する会社を含みます。）・ファンドへの出資などの投資活

動を行っています。例えば、近時、当社グループは、スプリントやガンホー・オンライン・エンターテイメン

ト株式会社への投資を行っています。これらの投資活動に伴い当該投資先が連結対象に加わった場合、マイナ

スの影響が発生するなど、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グ

ループが投資時点においてその想定した通りに投資先が事業を展開できない場合、投資活動に伴い発生したの

れん、有形固定資産、無形資産の減損損失が発生するなど、当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可

能性があります。さらに、これらの投資活動に伴って取得した出資持分などを含む資産の価値が下落した場

合、評価損が発生するなど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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このほか、当社グループは、必要と判断した場合、投資先に対し融資や債務保証などの支援を行うことがあ

りますが、当社グループの期待通りに投資先が事業を展開できない場合、当社グループの業績や財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。なお、スプリントについては、当社グループが投資時点においてその想定した

通りに事業を展開できない、他の当社グループ会社との間で十分なシナジー（相乗効果）を創出できない、ま

たは事業展開のために想定以上の資金が必要となった場合、同社に対し融資などの支援を行う可能性がありま

す。

新規事業の立ち上げなどにおいて人材などの経営資源を十分に確保できない場合や、投資先および既存事業

に対して十分な経営資源を充てることができない場合には、当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(15) 資金調達およびリースについて

当社グループは、金融機関からの借り入れや社債の発行などにより事業展開に必要な資金を調達しているほ

か、リースを活用して設備投資を行っています。金利が上昇した場合、または当社および当社グループ会社の

信用格付けが引き下げられるなど信用力が低下した場合、これらの調達コストが増加し、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの金融機関からの借り入れや社債などには各種コベナ

ンツが付されており、当該コベナンツに抵触した場合、金融機関などから繰り上げ弁済を請求される可能性が

あります。その結果、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。さらに、金融市場の環境に

よっては、資金調達やリース組成が予定通り行えず、当社グループの事業展開、業績および財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

なお、当社グループは、スプリント買収のために調達した資金の返済原資に国内事業のキャッシュ・フロー

を充てる予定です。当社グループが想定した通りに国内事業でキャッシュ・フローを創出できない場合、買収

資金の返済原資を捻出するために一部資産の売却などを行う可能性があります。

 

(16) カントリーリスクについて

当社グループは、米国や中国をはじめとする海外の国・地域で事業や投資を行っています。これらの国・地

域で法令や各種規制の制定もしくは改正がなされた場合、または従前行われてきた行政の運用に変化・変更が

あった場合、当社グループの事業活動が期待通りに展開できない、または投資の回収が遅延する、もしくは不

可能となるなど、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、このような法令・

各種規制の制定および改正によって、当社グループが新規に行おうとする事業や投資が制限される、または期

待通りに戦略を展開できない可能性があります。なお、米国固有の規制については、「(19)米国における規制

などについて」および「(20)米国の国家安全保障を確保するための方策について」をご参照ください。

このほか、これらの国や地域における、政治・社会情勢、その他さまざまな環境の変化により、当社グルー

プの事業活動が期待通りに展開できない、または投資の回収が遅延する、もしくは不可能となる可能性があり

ます。

 

(17) 法令について

当社グループは、通信事業における日本の電気通信事業法や電波法、および米国のこれらに相当する法令な

どの事業固有の法令はもとより、企業活動に関わる各種法令の規制を受けています。これらの法令の改正もし

くは新たな法令の施行または法令の解釈・適用（その変更を含みます。）により、当社グループの期待通りに

事業を展開できなくなる可能性があります。
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(18) 日本における規制などについて

主に以下に掲げる国内の情報通信政策などの変更・決定や、これらに伴う規制の見直し・整備が、当社グ

ループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。

a． NTT（日本電信電話㈱）グループの事業運営・事業のあり方に関する規制

b． 指定電気通信設備制度（光ファイバーの設備開放ルール、移動通信事業者へのドミ

ナント規制ルールなど）

c． ユニバーサルサービスの範囲、ユニバーサルサービス基金制度

d． NTT東日本（東日本電信電話㈱）・NTT西日本（西日本電信電話㈱）の次世代ネット

ワーク（NGN）などに関する接続ルール

e． 大規模災害などの緊急時における通信確保のためのトラフィック対策などに関する

規制・ルール

f． 移動通信サービスの接続料の算定方法に関する規制

g． 移動通信事業のビジネスモデルに関する規制・ルール（SIMロック
（注２）

に関する規

制、仮想移動通信事業者の新規参入促進ルール、急増するトラフィックに対応する

ためのルールなど）

h． 電波利用料制度

i. オークション制度の導入などの周波数割当制度

j． 新たに割当可能な周波数帯への新規事業者の参入

k． 個人情報・顧客情報に関する規制

l． 消費者保護に関する規制・ルール

m． 電気通信サービスの販売方法および広告表示に関する規制

n． 迷惑メールに対する規制

o． インターネット上の違法・有害情報への対応および当該情報へのアクセスに関する

規制

p． 携帯端末の不正利用に対する規制
 

（注）２ SIMロック：携帯端末などにおいて特定の通信事業者のSIM カード（電話番号などの契約者情報を

記録したICカード）しか利用できないように制限すること。
 

(19) 米国における規制などについて

FCCおよび連邦・州・地元当局などの行政機関はスプリントの事業に対する監督権を有しており、スプリン

トの事業見通しや実績に影響を及ぼしうる規制を導入する、あるいはその他の政策を実施する可能性がありま

す。主に以下に掲げる情報通信政策などの変更・決定や、これらに伴う規制の見直し・整備が、スプリント

の、ひいては当社グループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。

a．移動通信免許など

移動通信システムの許認可、構築、運用、販売、相互接続協定などはFCCおよび州当局、地元当局などの行

政機関の規制を受けます。中でもFCCは周波数帯の被許諾者に対して、当該周波数帯の使用方法やサービスの

提供方法など、重要な規制を被許諾者に課しています。

当社グループの米国の移動通信事業会社は、FCCから10年間有効でその後の更新が見込まれる移動通信免許

を交付されており、取消処分を受ける場合または免許が更新されない場合、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

また、FCCなどの行政機関の定める規制にしたがったことによってネットワーク性能が低下すると、顧客の

獲得・維持が困難になり当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、FCCなどの行政機

関の定める規制にしたがったことにより追加のコストが発生すると、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。
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b．通信事業者間精算制度など

通信事業者を含む法人向けに提供される高速大容量回線サービス（スペシャルアクセスサービス）に関して

通信事業者などが他の通信事業者に支払う料金（スペシャルアクセスレート）の規則に関するFCCにおける手

続きの結果によっては、将来、当社グループが支払うスペシャルアクセスレートが影響を受け、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、VoIPサービス
（注３）

の規制上の分類に関する手続きや、現在複数の団体がFCCに対して申立を行い、

係争中（なお、スプリントは申立を行っておらず、本申立に反対の立場を表明しています。）である高コスト

地域に対するユニバーサルサービス制度や通信事業者間精算制度の改革に関するFCCの2011年提案の結果に

よっては、当社グループが支払う通信事業者間精算料金やユニバーサルサービス基金に対する拠出の水準が影

響を受け、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
 

（注）３ VoIPサービス：音声をパケットという細切れのデジタルデータに変換し、インターネット経由で

伝送する技術を利用した通話サービス。
 

c．サービス条件

サービス条件については、多くの州において連邦法とは別個の規制を課すことが検討されています。こうし

た規制が課されると、現在の戦略の実施が困難になり、または想定以上のコストが生じ、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

d．紛争鉱物

コンゴ民主共和国や近隣諸国で採掘される「紛争鉱物」（スズ、タンタル、タングステン、金など）の使用

に関する規制が進展すると、携帯端末など一部製品の製造に用いられる鉱物の調達や入手可能性に影響を及ぼ

す可能性があります。スプリントなどの米国に所在する当社グループ会社は原材料の購入や電子機器の製造・

生産に直接携わっていないものの、同規制はスプリントへの納入業者の一部に影響を与える可能性がありま

す。この結果、紛争地域と無関係の金属を提供できる業者数が限定され、スプリントが十分な量の製品を競争

力ある価格で調達することができなくなる可能性があります。また、スプリントのサプライチェーンは複雑で

あり、スプリントが販売する製品に用いられる金属の原産地を十分に証明することができない場合、当社グ

ループの信頼性や企業イメージが低下したり、事業展開に影響を及ぼしたりする可能性があります。

 

e．ライフライン・アシスタンス・プログラム

ライフライン・アシスタンス・プログラムとは、米国において、通信事業会社が政府関連基金からの補助金

を受け、低所得顧客向けに割引サービスを提供するプログラムをいいます。スプリントの子会社は当該プログ

ラムを実行していますが、最近、より厳格な管理を課すために当局において当該プログラムが変更され、ま

た、さらなる変更が議論されています。当該プログラムの変更により、当社グループの顧客の獲得・維持がよ

り困難になる可能性があり、その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(20) 米国の国家安全保障を確保するための方策について

当社、 Starburst II, Inc.（現 Sprint Corporation）および Sprint Nextel Corporation（現 Sprint

Communications Inc.）（本（20）において「両スプリント」）は、米国国防総省、米国国土安全保障省およ

び米国司法省との間で国家安全保障契約を締結しました。この国家安全保障契約に基づき、当社と両スプリン

トは、米国の国家安全保障を確保するための方策を実行することに合意しています。これら方策の実行に伴い

コストが増加する、または米国内の施設、契約、人事、調達先の選定、事業運営に制約を受ける可能性があり

ます。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(21) 知的財産権について

当社グループが意図せずに第三者の知的財産権を侵害した場合、権利侵害の差止めや損害賠償、商業的に妥

当ではないライセンス使用料の請求を受ける可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

また、当社グループが保有している「ソフトバンク」ブランドおよび「スプリント」ブランドなどの知的財

産権が第三者により侵害され、当社グループの信頼性や企業イメージが低下する可能性があります。

 

(22) 訴訟について

当社グループは、顧客、取引先、投資先の株主、従業員を含む第三者の権利・利益を侵害したとして、損害

賠償などの訴訟を起こされる可能性があります。その結果、当社グループの事業展開に支障が生じたり、企業

イメージが低下したりする可能性があるほか、金銭的負担の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

 

(23) 行政処分などについて

当社グループは、行政機関から行政処分や行政指導を受ける可能性があります。こうした処分や指導を受け

た場合、事業展開に支障が生じる可能性があるほか、金銭的負担の発生により、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。
 
 

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

ソフトバンク株式会社　本店

　（東京都港区東新橋一丁目９番１号）

株式会社東京証券取引所

　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部 【保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

１【保証の対象となっている社債】

第一部「証券情報」に掲げたソフトバンク株式会社第44回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

該当事項なし

 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

ソフトバンクモバイル株式会社及びソフトバンクテレコム株式会社の情報については、平成25年９月30日に関東

財務局長に提出した発行登録書に記載されているため、記載を省略している。

 

第２【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし

 

第３【指数等の情報】

該当事項なし

 

第４【特別情報】

１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

ソフトバンクモバイル株式会社及びソフトバンクテレコム株式会社の財務諸表は、平成25年９月30日に関東財務

局長に提出した発行登録書に記載されているため、記載を省略している。
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